
【適時開示体制の概要】 
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各部署長・各子会社 

（情報の集約）企画部長 

（重要性および適時開示情報の検討）取締役社長執行役員、コーポレート部門統轄、 

企画部長、財務経理部長、法務・コンプライアンス部長、当該案件担当役員、担当部署

取締役社長執行役員 

取締役会 

情報取扱責任者 

証券取引所（TDnet） 


